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に
対
し
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紙
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弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
首
都
高
速
道
路
料
金
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
の
開
催
に
当
た
っ
て

の
首
都
高
速
道
路
の
料
金
施
策
は
、
大
会
期
間
中
の
円
滑
な
大
会
輸
送
と
経
済
活
動
・
市
民
生
活
の
両
立
を
図
る
た
め
、
東

京
都
及
び
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
（
以
下
「
組
織
委
員
会
」
と
い

う
。
）
か
ら
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
に
対
す
る
協
力
依
頼
を
踏
ま
え
、
同
社
が
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
七
号
）
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
首
都
高
速
道
路
の
料
金
の
額
及
び
そ
の
徴
収
期
間
の
変
更
に
つ
い
て
国

土
交
通
大
臣
か
ら
の
許
可
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日
に
東
京
都
、
組
織
委
員
会
、
政
府
、
同
社
等
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
「
東
京
二
〇
二
〇
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
輸
送
連
絡
調
整
会
議
（
第
十
五
回
）
」
で
示
さ
れ
た
資
料
二
「
大
会
輸
送
の
準
備
状
況
」

に
お
い
て
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
長
期
化
す
る
中
、
」
「
道
路
交
通
に
お
い
て
は
、
首
都
高
速
道
路
や
都
内

の
一
般
道
の
平
日
の
交
通
量
が
、
概
ね
例
年
並
み
の
水
準
ま
で
回
復
し
つ
つ
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
東
京
二
〇
二
〇
大
会
の
交



 

２ 

 

通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
目
標
及
び
実
施
方
針
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
需
要
回
復
等
も
見
据
え
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
と
す
る
」

旨
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
会
の
「
交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
一
部
で
あ
る
首
都
高
速
道
路
の
料
金
施
策
の
必
要
性
は
変
わ
ら
な

い
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
許
可
を
撤
回
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
首
都
高
速
道
路
の
料
金
に
関
し
て
、
政
府
と
し
て
、
大
会
の
「
交
通
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を

決
定
し
て
い
る
施
策
は
、
以
上
に
述
べ
た
施
策
以
外
に
は
な
い
。 


